
各種証明書交付申請の際に本人確認を実施しています。

南山城村役場では、第三者が本人に成りすまして証明書の交付請
求をすることを防ぐために、下記のとおり本人確認を実施しています。

窓口にお越しになる方には、ご負担をおかけすることとなりますが、
個人情報保護のため、ご協力をお願いいたします。

対象となる証
明書

○村民税府民税に関する課税証明書及び非課税証明書並びに所
得証明書

○固定資産税に関する土地評価証明書及び家屋評価証明書、公
課証明書（土地・家屋）並びに名寄帳の請求

○村民税府民税、固定資産税、軽自動車税（軽自動車税継続検
査用を除く。）並びに国民健康保険税に関する納税証明書及び完
納証明書



本人確認の
対象者

本人確認は、請求者等に対して実施させていただきます。

但し、請求者等が代理人、使者その他請求者と異なる者
（代理人等）により行われる場合は、当該代理人等に対
して行います。

請求等に係
る本人確認
の方法等

本人確認は、次頁の別表に掲げる書類等の提示をお
願いしています。

また、代理人等の場合には、委任状等本人の意思が確
認できる書類、又は法令等により代理権限を有すること
を証する書類を提示、又は提出のお願いをしています。



別表

１．運転免許証 １３．特種電気工事資格者認定証

２．旅券（パスポート） １４．耐空検査員の証

３．住民基本台帳カード（顔写真付き） １５．航空従事者技能証明書

４．船員手帳 １６．運航管理者技能検定合格証明書

５．海技免状 １７．動力車操縦者運転免許証

６．小型船舶操縦免許証 １８．教習資格認定証

７．猟銃・空気銃所持許可証 １９．警備業法第２３条４項に規定する合格証明書

８．戦傷病者手帳 ２０．身体障害者手帳

９．宅地建物取引主任者証 ２１．療育手帳

１０．電気工事士免状 ２２．在留カード

１１．無線従事者免許証 ２３．官公署等の職員から交付された身分証明書

１２．認定電気工事従事者認定証 ２４．官公署が発行した顔写真付き証明書、又は各種
資格・免許証等

※これらの書類の提示が出来ない場合、別途書類等により確認をさせていただきます。
また、必要に応じて質問等による確認等もさせていただくことがあります。


